
 

 

第２編：第２期扶桑町まち・ひと・しごと創生 

総 合 戦 略 

延 伸 版 

戦略期間：２０２０（令和２）年度～２０２４（令和６）年度 

延伸期間：２０２５（令和７）年度～２０２７（令和９）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２編：総合戦略 

28 

 

 第１章 基本的な考え方 

第１節 総合戦略の趣旨 

 

１ 総合戦略の趣旨と基本目標 

人口減少時代に突入した我が国では、東京圏への過度な人口集中を是正し、

将来にわたって地方が住みよい環境を実現することで、活力ある社会を維持し

ていくことが必要とされています。そのため、国は「まち・ひと・しごと創生

法」を制定し、我が国の人口の現状と将来の展望を提示する「長期ビジョン」

及び今後５か年の政府の施策の方向を示す「総合戦略」を閣議決定しました。 

こうした動きを受け、本町では人口の将来展望を掲げた「人口ビジョン」と

ともに「第１期総合戦略」を策定し各事業を推進してきました。既に示したと

おり、現状では人口が増加している本町ですが、近い将来に減少に転じ、その

後は急激な減少が見込まれています。その要因は、生産年齢人口の減少と、そ

れにともなう年少人口の減少にあります。そのため、働く場の増加等による現

役世代の転入を促進するとともに、安心して子育てのできる環境を整備するこ

とによる出生率の上昇をめざしていくことが必要です。 

第２期総合戦略は、第１期の取り組みを継続しより一層充実させるとともに、

新たな視点として「SDGs」１、「Society5.0」２などにも必要に応じて適切に

対応し、以下の４つの基本目標を掲げ、主要施策を推進していくものです。 

   
1 SDGs：Sustainable Development Goals。持続可能な開発目標。2015 年 9 月の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目
標。 
２Society5.0：サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会

的課題の解決を両立する、人間中心の社会。 

本町の基本目標 
 

１ 扶桑町における安定した雇用を創出する 

 

２ 扶桑町への新しいひとの流れをつくる 

 

３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

４ 時代に合った地域をつくり、安全で安心なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する 
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２ 「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

国の「まち・ひと・しごと総合戦略」に掲げられている政策５原則

に基づき、関連する施策を展開します。 

 

①自 立 性：地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につなが

る施策を展開する。 

②将 来 性：夢を持って前向きに取り組むことを支援する施策を

展開する。 

③地 域 性：地域の実態にあった施策を展開する。 

④直 接 性：ひとの移転・しごとの創出・まちづくりを直接的に

支援する施策を展開する。 

⑤結果重視：短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果

を客観的な指標で検証し、必要な改善等を行う。 
 

３ 総合計画との関係 

総合戦略と総合計画は、ともに本町の課題を踏まえてその解決をめざ

す施策を展開していくための両輪と言えます。本戦略では、総合計画の

方針をベースに、雇用の創出、ひとの流れの創出、結婚・出産・子育て

支援、安心して暮らせる地域づくりの４つの基本目標について重点的に

展開する施策を明らかにするものと位置付けます。 
 

４ 総合戦略の期間 

総合戦略の期間は、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度

までの５年間とし、その後は 2028（令和 10）年を始期とした総合的

な町の基本方針を一体的に策定することを念頭に置いて、2025（令和

7）年度から 2027（令和 9）年度までの３年間を延伸期間とします。 

 

2020 

年度 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028  

 

2050 

年度 

2060 

 

            

            

            

 

第２期扶桑町総合戦略 

扶桑町人口ビジョン 

延伸期間 

第５次総合計画 総合的な 

基本方針を

一体的に 

策定する 
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5 延伸に当たっての基本的な考え方 

総合戦略の期間は 2024（令和 6）年度で終了しますが、進行する少子

高齢・人口減少に伴う様々な課題に対し、より長期的な視点で総合的な取り

組みの推進を図るため、今後は総合的な町の基本方針との一体的な策定を行

うことが効果的・効率的であると考えます。 

これまでの５年間の各施策の検証・評価や国の動向等を踏まえ、総合戦略

の延伸を行うことにより、今後も切れ目のない地方創生の取り組みを推進し

ます。 

 

（1）基本的な方向性の維持 

   2020（令和２）年度の第２期総合戦略策定時から本町の人口は微増

傾向にあります。この状況を踏まえ、策定時における基本的な視点や現

状・課題に関する認識を継承し、「基本的な考え方」や「基本目標と取り

組み」の枠組みを維持します。 

 

（2）必要に応じた最小限の見直し 

   基本目標に係る数値目標について、これまでの達成状況や今後の見通

しを踏まえ、2027（令和 9）年度における目標値に再設定します。 

   また、さらなる施策の推進を図るため、「具体的な施策」に新たな取り

組みを追加するなど、必要に応じた見直しを行います。 

 

6 延伸に当たって配慮する事項 

 

必要に応じた見直しに当たっては、これまでに培われた地方創生の意識や

取り組みを継続するとともに、新たな時代の変化にも柔軟に対応できるよう、

次の事項に配意しながら必要な調整を行います。 

 

（1）現行総合戦略の検証・評価結果の反映 

   2024（令和 6）年度に実施した総合戦略に対する検証・評価結果を

踏まえ、課題や成果を精査し、必要な見直しを行います。 

 

（2）国及び愛知県の総合戦略の勘案 

   「まち・ひと・しごと創生法」の規定に基づき、国及び愛知県の総合

戦略の方針を考慮しながら、本町の実情に即した新たな要素を取り入れ

るなど、適切な見直しを行います。 
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第２章 基本目標と取り組み 

第１節 総合戦略の評価・検証 

 

１ 成果指標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定 

次節以降に記載する総合戦略の基本目標および各施策については、評価

のための目標指標を設定します。 

基本目標については、施策の成果（アウトカム）を評価・検証するため

の目標指標を設定します。また、具体的な施策については、重要業績評価

指標（ＫＰＩ）３を設定します。 

各目標指標の評価は実績値に基づいて行いますが、国が整備した「地域

経済分析システム（RESAS）」を用いて目標設定したものは、同様の箇

所から実績値を引用して評価します。また、各施策に設定した重要業績評

価指標（ＫＰＩ）については、事業の進捗状況等から評価します。 

 

 

２ ＰＤＣＡサイクルの確立 

総合戦略を確実に実施し、各施策の効果を最大限に発揮していくために、

ＰＤＣＡサイクルを確立します。 

基本目標に設定した成果指標は、目標年度において評価します。各施策

の重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、事業の実績等を毎年把握する

とともに、各部署へのヒアリング等を行い、進捗状況を管理します。 

各種現状把握及び評価の結果は、年１回開催される外部委員による総合

戦略審議会に報告するとともに、ＫＰＩの見直しも含めその後の推進方向

を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
３ 重要業績評価指標（KPI）：Key Performance Indicator。業務の目標の達成度合いを表す定量的な指標。 
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第２節 総合戦略の体系     
基本目標（戦略の軸） 

 事業名  担当部署 
  

 
  

１．扶桑町における

安定した雇用を創

出する 

 地域雇用創出事業  都市政策課 

 就職フェア開催事業  都市政策課 

 中小企業経営基盤強化支援事業  都市政策課 

 中小商工業者等活性化支援事業補助金 
（特許・実用新案）交付事業  都市政策課 

 中小企業振興費補助金交付事業  都市政策課 

 創業者支援事業  都市政策課 

 中小企業人材確保振興補助事業  都市政策課 

 小中学生キャリアスクールプロジェクト 
推進事業 

 学校教育課 

  
 

  

２．扶桑町への新し

いひとの流れをつ

くる 

 空家等対策事業  都市政策課 

 まちの特産・守口大根普及促進事業  土木農政課 

 移住促進事業  秘書企画課 

 長期優良住宅等定住促進事業  秘書企画課 

 シティプロモーション推進事業  秘書企画課 

 にぎわい創出事業  地域協働課 
  

 
  

３．若い世代の結婚 

・出産・子育ての希

望をかなえる 

 ｢まんが de イクメン｣ 男女共同参画啓発事業  地域協働課 

 一般不妊治療費助成事業  健康推進課 

 出産不安解消事業  健康推進課 

 

妊婦のための支援給付事業 
 

健康推進課 

 乳児保育拡充事業  子ども課 

 ３人乗り自転車貸出事業  子ども課 

 療育支援事業  福祉課 

 子どもの居場所づくり事業  子ども課 

 児童生徒に寄り添う学校教育支援事業  学校教育課 

 医療的ケア支援事業  学校教育課 

 地域学習活動支援事業  学校教育課 

 

食物アレルギーに対する学校給食個別対応事業  学校教育課 
（調理場） 

 

子育てを応援する公民館講座事業  生涯学習課 
（中央公民館） 

 

本から学ぶ「子育て情報」事業  生涯学習課 
（図書館） 

 新たなステージに入ったがん検診事業  健康推進課 

 情報教育推進事業  学校教育課 

 小中学校児童生徒給食費軽減・第３子以降無償化事業  学校教育課 

 保育所主食費等軽減事業  子ども課 

 出会いの場を提供する婚活事業  秘書企画課 
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４．時代に合った地

域をつくり、安全で

安心なくらしを守

るとともに、地域と

地域を連携する 

 公共施設安全・安心確保事業  防災安全課 

 災害時等メール配信サービス事業  防災安全課 

 成人・糖尿病歯科健康診査事業  健康推進課 

 健康マイレージ事業  健康推進課 

 
学校給食を通じた食育への意識高揚事業 

 学校教育課 
（調理場） 

 
スポーツから始まる世代間交流事業 

 生涯学習課 
（体育館・中央公民館） 

 
文化会館登録アーティスト紹介事業 

 生涯学習課 
（文化会館） 

 住民活動コーディネーター派遣事業  地域協働課 

 公共交通運行事業  地域協働課 

 住宅用地球温暖化対策事業  環境課 

 オンライン予約・申請システム導入事業  行政課 

 げんきな免疫プロジェクト  健康推進課 

 小中学校体育館空調設備設置事業  財政管財課 
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第３節 基本目標ごとの取り組み 

 

基本目標１ 扶桑町における安定した雇用を創出する 

   

①数値目標 

目標指標 
実 績 

（令和６年度） 
目 標 

（令和９年度） 

町内事業所従業者数１ 9,238 人（R３） 9,400 人（R６） 

特許取得数２ ３２件 ６０件 
１ RESAS より（総務省「令和３年経済センサス－活動調査」再編加工） ※Ｈ2８は 9,078 人 

２ RESAS より（特許庁「特許情報」 ２０２３年１１月時点） ※大口町 3,403 件、江南市１９９件、犬山市４

８６件、小牧市 5,914 件、岩倉市 140 件 

※RESAS…Regional Economy and Society Analyzing System の頭文字。「地域経済分析システム」を指す。 

 

②基本的方向 

・企業の誘致に取り組むとともに、町内に立地する企業の経営の安定化への支援

等を通じて地域経済の活性化を図り、町内の雇用機会を増やします。 

・企業が、優秀な人材を集めるために行う情報発信やＰＲ活動等を支援します。 

・町内での新規事業展開を支援するために、特許や新商品開発等への支援を行い

ます。 

 

③具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

地域雇用創出事業 

【産業かがやき条例

推進事業】 

扶桑町企業立地促進条例に基

づき新設した工場に町内在住

者を雇用した場合、奨励金を

交付する。 

適用事業所 
１社 

Ｒ９ 

第５次扶桑町総合計画における、土地利用構想のもとに指定の「産業流通ゾーン」内に

おいて、工場等を新設し、町内に住所を有する者を雇用した場合、一人につき１５万円

（ただし、事業所への助成額は上限３００万円）を奨励金として交付する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

就職フェア開催事業 

【産業かがやき条例

推進事業】 

大口町と合同で企業のＰＲの

場を設け、地元での雇用を促

進する。 

参加企業数 
３０社 
参加求職者数 
１００名 

Ｒ９ 

地元で働き、地元に住む人材の確保を目的として、扶桑町と大口町の合同で開催する。

出展企業による説明会、職業適性検査コーナー、個人相談コーナーなどを設置し、地元

の求職者に地元の中小企業がＰＲを行い、雇用創出の機会とする。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
中小企業経営基盤強
化支援事業 
【産業かがやき条例
推進事業】 

経営の安定と発展を目的と
し、中小企業の事業者へ資金
融資のあっせんを行う。 

年間あっせん件数 
４５件 

Ｒ９ 

中小企業の振興には円滑な資金運用が必要不可欠であり、小規模企業振興資金融資制度
に基づき預託金の支出、また、貸付時の保証料助成及び利子助成を実施する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
中小商工業者等活性
化支援事業補助金 
（特許・実用新案） 
交付事業 
【産業かがやき条例
推進事業】 

特許や実用新案の取得に係る
費用の一部を助成する。 

助成件数 
計２件 

Ｒ９ 

中小企業の活性化を目的として、特許や実用新案などの知的財産を出願する際に発生す
る費用の一部を助成する。取得後における中小企業の価値を高め、大企業に対抗できる
「強み」を育てる。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 
評価指標 目標年度 

中小企業振興費補助
金交付事業 
【産業かがやき条例
推進事業】 

家屋・償却資産を町内に新
設・増設した製造業を営む者
に対し、固定資産税相当額の
一部を助成する。 

年間助成件数 
１件 

Ｒ９ 

中小企業の振興を図ることを目的として、製造業の用に供する事業用資産（家屋・償却資
産）を町内に取得した者に対し、翌年度に課税される固定資産税相当額の一部を助成する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 
評価指標 目標年度 

創業者支援事業 
【産業かがやき条例
推進事業】 

創業者の負担軽減、町内産業
の発展及び振興を目的とし、
町内で新たに創業した事業者
を支援する。 

年間助成件数 
保証料１件 
利子１件 

Ｒ９ 

町内で新たに創業する事業者を支援する目的で、創業支援融資制度に基づき資金の融資
を受けた者に対し、貸付時の保証料助成及び利子助成を実施する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 
評価指標 目標年度 

中小企業人材確保振
興補助事業 
【産業かがやき条例
推進事業】 

就職説明会への参加費やイン
ターネット求人サイトへの求
人募集費用の一部を補助す
る。 

補助件数 
１０件 

Ｒ９ 

勤労者の雇用先を確保し、また人材確保が困難な中小企業者に対応するため、中小企業
者が行う就職説明会への参加費やインターネット求人サイトへの求人募集費用の一部
を助成する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 
評価指標 目標年度 

小中学生キャリアス
クールプロジェクト
推進事業 
【産業かがやき条例
推進事業】 

小中学生キャリアスクールプ
ロジェクト推進事業の一環と
して、町内小中学生に町内事
業者の仕事を体験してもら
う。 

受入事業者件数 
２０件 

Ｒ９ 

町内事業者のＰＲや将来的な雇用創出や定住促進のため、また、小中学生の地域に対す
る愛着、仕事への関心を持ってもらうため、町内小中学生に町内事業者の仕事を体験し
てもらう。 
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 基本目標２ 扶桑町への新しいひとの流れをつくる 

   

①数値目標 

目標指標 
実 績 

（令和５年） 
目 標 

（令和９年） 

転入者数１ 1,801 人 1,800 人 
１ 実績値は令和５年度末（令和６年 3 月 31 日）時点 

 

 

②基本的方向 

・空き家の現状を適切に把握して情報を発信し、所有者の意向確認を行うととも

に、空き家を有効に活用します。 

・多世代同居を可能とする住宅の確保等、住居環境の充実等を通じて、住みやす

い環境づくりを進めます。 

・特産品である守口大根の魅力を次世代に伝えるとともに、守口大根を用いた新

たな食べ方のレシピの考案等を進め、扶桑町へのひとの流れをつくります。 

 

③具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 
評価指標 目標年度 

空家等対策事業 空家等対策協議会を設置し、

「空家等対策計画」を策定し

た。計画に基づき、空家の有

効活用及び特定空家の解消に

努める。 

解消件数 
年間３件 

Ｒ９ 

空家の有効活用及び特定空家の解消を目的に計画を策定し、活用可能な空家については

所有者の意向確認を行い、空家バンクに登録するなど活用に努める。特定空家に該当す

るような空家については、除却など解消に向けての対策を講じる。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

まちの特産・守口大

根普及促進事業 

守口大根を活用し、町内の飲

食店で出すための新たなレシ

ピを近隣の大学や関係者と連

携し、考案する。 

メニューのある店舗 
３店 

Ｒ９ 

小学生の収穫体験学習事業を通じ、実際に守口大根に触れることでまちの特産品として

の認識を深め、扶桑町で生まれ育った子どもたちの「ふるさと」への愛着を醸成してい

る。また、特産品である守口大根のＰＲのため、多様な食べ方や調理の方法を事業実施

時に募集するとともに、近隣の大学と連携し、新しいレシピの検討を行い、町内の飲食

店でメニューを出せるようにする。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

移住促進事業 東京圏への過度な一極集中の

是正及び、地域の中小企業等

における人手不足を解消す

る。 

年間補助件数１件 
 

Ｒ９ 

扶桑町への転入促進を目的とし、対象企業に就職した人に対し町内への移住にかかる費

用として助成金を支給する。 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

長期優良住宅等定住

促進事業 

若者及び子育て世帯の移住・

定住を促進する。 

年間補助件数 
１００件 

Ｒ９ 

若者世帯及び子育て世帯が扶桑町へ移住・定住するための住宅取得を促し、定住人口を

増加させるため、長期優良住宅等の取得された若者世帯に対し、２０万円を補助する。 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

シティプロモーショ

ン推進事業 

扶桑町の魅力を発信する。 町ホームページへの
アクセス数 
年間５０万件 

Ｒ９ 

ホームページやＳＮＳを活用し、扶桑町の魅力を国内外に発信することにより、扶桑町

の知名度を向上させる。 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

にぎわい創出事業 扶桑町においてにぎわいを創

出しようとするものに、経費

の一部補助する。 

扶桑町にぎわい創出
発信事業交付金にお
ける SNS反応数等 6
万件(a･b合計) 

Ｒ９ 

これまで実施してきた「町民まつり」に代わる新たな町のにぎわいを多様な人・団体が

関わる形で創出する。また、町の魅力を町内外へ発信することで、笑顔と活力に満ちた

選ばれるまちづくりを推進していくことを目的とする。 
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 基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

   

①数値目標 

目標指標 
実 績 

（令和６年度） 
目 標 

（令和９年度） 

合計特殊出生率１ 

1.55 

（2018（平成 30）年－ 

2022（令和 4）年) 

1.80 

（2026（令和 8）年） 

2.07 

（2030（令和 12）年） 

１ RESAS より（厚生労働省「人口動態調査」） 

   

 
 

②基本的方向 

・男女共同参画啓発事業等を通じて、家庭における男女共同参画について啓発し

ます。 

・子育てに関する情報の提供をはじめ、各種の子育て支援サービスの充実等によ

り、安心して結婚・出産・子育てができる扶桑町をめざします。 

・未来を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、教育環境を整備

します。 

 
 

③具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 
評価指標 目標年度 

「まんが de イクメ

ン」男女共同参画啓

発事業 

男女共同参画懇話会で作成の

「ふそう家参画物語」を漫画

に仕立て冊子を作成し、パネ

ル展を開催する。 

男女共同参画ハンド
ブックの配付部数 
４００部 

Ｒ９ 

家事・育児をはじめ、子育てに父親が関わった時間が長いほど、第２子以降の出生割合

に好影響を及ぼしているという厚生労働省の調査結果を踏まえ、人口減少に歯止めをか

け、出生率の向上にむけた啓発を、比較的親しみやすい「漫画」を通じて行う。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

一般不妊治療費助成

事業 

不妊治療に係る費用に対し、

助成措置を行う。 

妊娠届出数 
２２０件 

Ｒ９ 

不妊症または不妊症の疑いのある戸籍上の夫婦が受けた一般不妊治療（検査、人工授精

など）に係る治療費に対し、夫婦一組１年度あたり５万円（通算で２年間）を上限に助

成を行う。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

出産不安解消事業 出産を控えた夫婦の不安を取

り除くため、夫婦参加型疑似

体験会を開催するとともに、

子育て支援ガイドブックを配

布し、子育て情報の周知を行

う。 

夫婦参加型疑似体
験会への参加人数 
年間８０名 

Ｒ９ 

配偶者の妊娠、子育てを父親が疑似体験することにより、出産を控えた夫婦の不安を取

り除き、妊娠期の女性の精神的な支援を行う。夫婦参加型事業（ぱぱままクラス）にお

いて沐浴人形等を用いた疑似体験会を実施するとともに、保護者へ「子育て支援ガイド

ブック」を配布し、子育て情報を提供する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

妊婦のための支援給

付事業 

全ての妊婦が安心して出産・

子育てができる環境を整備す

るために、２回にわたり５万

円を給付し、併せて妊婦等包

括相談支援を行う。 

妊婦等包括相談支
援事業としての面談
実施率 
１００％ 

Ｒ９ 

妊婦の方には、妊娠確定後の母子健康手帳交付時（１回目）と、出産予定日８週間前か

ら出産後（２回目）に５万円を給付し、併せて妊婦等包括相談支援を実施する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

乳児保育拡充事業 ０歳児～２歳児の受け入れを

可能にする。 

乳児待機児童数 
皆減 

Ｒ９ 

扶桑町こども計画においても目標とし、子育て家庭を支えるため仕事と生活の調和が図

られるよう環境を整える。保育施設における乳児の割合が令和 11年度には 34.0％（令

和 6 年度は 30.5％）に達する見込みであるため、０歳児～２歳児の受入れ体制を整備

する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

３人乗り自転車貸出

事業 

子育て世代に３人乗り自転車

の貸出を行う。 

自転車の貸出率 
１００％ 

Ｒ９ 

切れ目のない支援を実施することを目的とし、満１歳以上６歳未満の幼児を２人以上養

育している方に貸出を実施する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

療育支援事業 支援の必要な子どもに対し、

専門的な療法士による言語療

法・作業療法・音楽療法を実

施する。 

療法士による指導の
開催回数 
年間８０回 

Ｒ９ 

子どもを産み、育てる環境の中で、安心して出産・子育てを行うことができるよう、児

童発達支援事業所における言語療法・作業療法・音楽療法と、保育園における作業療法

を、専門的な療法士のもとで実施する。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

子どもの居場所づく

り事業 

０歳から１８歳未満の子ども

の居場所をつくり、切れ目の

ない子育て支援を行う。 

年間利用者数 
４万人 

Ｒ９ 

０歳から１８歳未満の子どもの居場所となる扶桑町児童センターを建設する。また、子

育て支援センターを併設し、未就園児とその保護者への支援を充実させる。 

 
 

 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

児童生徒に寄り添う

学校教育支援事業 

町内の６小中学校において、

学校生活における教育体制の

充実を図るため、特別支援員

を配置する。 

特別支援員を配置
する 
小学校 21名 
中学校 2名 

Ｒ９ 

主に通常学級において、障がいを持った児童生徒の加配として学習・生活活動等に困

難が生じないよう、特別支援員を配置する。 

 

 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

医療的ケア支援事業 地域内で特別支援教育が受け

られるよう、看護師資格のあ

る支援員を町内の学校で雇用

する。 

看護師資格を有する
支援員の数 
２名 

Ｒ９ 

公立小学校において地域内で特別支援教育が受けられることを目的とし、通常学級に受

け入れを行うことでインクルーシブな教育システムの構築に向け、看護師資格のある支

援員を配置する。 

 

 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

地域学習活動支援事

業 

町内の小学校３年生～６年生

の学習習慣の確立が必要な児

童を対象に、毎月２回土曜日

に学習の場を設ける。 

参加することによっ
て算数が好きになっ
た児童数 
参加者の７０％ 

Ｒ９ 

学習機会の得られなかった児童に学習意欲を抱かせ、主体的な学習の仕方を身につけさ

せるとともに、基礎的・基本的な学力の定着を目的とし、地域に住む元教員などを指導

者として起用の上、学習等供用施設にて実施する。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

食物アレルギーに対

する学校給食個別対

応事業 

食物アレルギーを有する児童

生徒へ、学校給食の個別対応

を行う。 

必要な児童生徒に
対する個別対応実
施率１００％ 

Ｒ９ 

平成１１年度よりアレルギー食の導入、また、平成１２年度より代替食の導入及びアレ

ルゲン除去食の提供を実施しており、現在もアレルギーを有する児童生徒に対し個別の

対応を継続して行っている。平成２３年度の調理場移転時にはアレルギー食専用の調理

室を新設し、食物アレルギーを有する児童生徒にも学校給食の楽しさを提供することを

目的として、成長過程において少しずつでも食べられる食材が増えるよう、安全・安心

な給食を提供する。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

子育てを応援する公

民館講座事業 

家庭教育の大切さ、子育てに

関わる悩み解消などを学ぶ講

座を開催する。 

受講者アンケートに
よる受講者の満足
度（満足・ほぼ満足
と答えた人の割合）
90％以上 

Ｒ９ 

乳幼児期～思春期までの子どもの子育てに関わる悩みの解消をテーマとした講座を開

催し、幅広く子育てを応援する講座を開催する。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

本から学ぶ「子育て

情報」事業 

図書館内に子育て関連図書コ

ーナーや子育て情報コーナー

を配架するとともに、子育て

サークルなどへ関連図書の出

前貸出を実施する。 

１９歳～３９歳の貸
出点数 
前年度比１０％増 
特設コーナーの貸出
点数（出前貸出を含
む） 
年間６，０００点 

Ｒ９ 

・子育て関連図書コーナーの設置 

安定した切れ目のない子育てを支援するため、妊娠、出産、名づけ、赤ちゃん子育て、

乳幼児子育て、離乳食、子どもの健康発達障害などの関連書籍や資料を図書館内に集

約して配架し、情報提供を目的として専門コーナーを設置する。また、福祉児童課、

保育園（幼稚園含む）、保健センターなど町の行政と連携し、子育て情報コーナーを

設置する。 

・子育て関連図書の出前貸出 

図書館に来館する方への情報提供のみならず、子育てサークルやボランティア団体な

どの活動の場に出向き、子育て支援の資料や乳幼児向きの絵本などを出前による貸出

を行う。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

新たなステージに入

ったがん検診事業 

クーポンの配布対象者に対

し、子宮頸がん及び乳がん検

診を実施する。 

対象者の受診率 
子宮がん検診 11％ 
乳がん検診 25％ 

Ｒ９ 

妊娠・出産を望む方の希望をかなえるため、女性がん（子宮頸がん、乳がん）の早期発

見、早期治療につなげることを目的とし、検診を実施する。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

情報教育推進事業 町内小中学校に通う児童生徒

にタブレット端末を整備す

る。 

対象児童生徒にタブ
レット端末を整備し
た割合 100％ 

Ｒ９ 

「扶桑町端末整備・更新計画」に基づいて、児童生徒一人ひとりにタブレット端末を整

備し、「学びを子どもに委ねる」をスローガンに、自ら課題に取り組んだり、協働して

課題に取り組んだりする互いに学びあう教育で扶桑町にあった令和の日本型学校教育

を模索していく。 

 
 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

小中学校児童生徒給

食費軽減・第３子以

降無償化事業 

小中学校の給食費の一部を補

助する。また、第３子以降の

給食費を無償化する。 

対象者に対して補助
を行った割合  
100％ 

Ｒ９ 

安心して子育てができる環境を整えるため、町が小中学校の児童生徒の給食費１食あた

り５０円を補助する。さらに第３子以降の給食費を無償化し。子育て世帯の経済的負担

を軽減する。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

保育所主食費等軽減

事業 

保育園の主食費及び副食費の

一部を補助する。 

対象者に対して補助
を行った割合  
100％ 

Ｒ９ 

安心して子育てができる環境を整えるため、町が保育園の児童の主食費及び副食費１食

あたり１６円を補助し、子育て世帯の経済的負担を軽減する。 

 
 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

出会いの場を提供す

る婚活事業 

未婚の男女に対し出会いの場

を提供するため、婚活イベン

トを開催する。 

参加者満足度（大満
足・満足と回答した
人の割合） 
70％以上 

Ｒ９ 

少子化の要因の一つとなっている、未婚化晩婚化のための対策として、婚活イベントを

開催することにより、未婚の男女に出会いの場を提供する。 
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基本目標４ 時代に合った地域をつくり、安全で安心なくらしを守る

とともに、地域と地域を連携する 

   

①数値目標 

目標指標 
実 績 

（令和６年３月） 
目 標 

（令和９年度） 

安全・安心情報提供指標 
ひまわりあんしん情報メール登録ア

ドレス数 6,199 件 6,500 件 

 

②基本的方向 

・地域力を高め、防犯・防災対策を充実し、安心して暮らせる地域をつくります。 

・家庭・学校・地域が連携して情報を共有し、地域資源を有効に活用したまちづ

くりを推進します。 

・歯の健康づくりをはじめ、町民の健康づくりを支援するとともに、地域公共交

通の運行によりお出かけを支援し、健康で、安心して暮らせる地域社会をつく

ります。 

・スポーツなどを通じた世代間交流、芸術文化を通じた多様な交流を推進します。 

 

③具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

公共施設安全・安心

確保事業 

人の往来の多い公共の場所

（駅・都市公園）に防犯カメ

ラを設置するとともに、各地

区で防犯カメラを設置する際

に補助金を交付し、犯罪の防

止・抑止を図る。 

防犯カメラ設置後の
街頭犯罪件数 
１５０件未満 

Ｒ９ 

住民の権利保護に配慮しつつ、犯罪の抑止・防止への有効性の高い防犯カメラを人の往

来の多い公共施設などに設置することで、時代に合った地域づくり、安全で安心なまち

づくりの実現に取り組む。 
 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

災害時等メール配信

サービス事業 

防災行政無線戸別受信機の貸

出に加え、「ひまわりあんしん

情報メール」にて、緊急時の

タイムリーな情報やきめの細

かい情報発信を行う。 

ひまわりあんしん情
報メールの登録件数 
６，５００件 

Ｒ９ 

住民一人ひとりがみずからの暮らしに合った方法で情報を取得できるよう、防災、防犯、

消防、生活、気象情報、保育園や小中学校の緊急情報や行政からの情報を自動的にパソ

コンや携帯端末で受信できるサービスを実施する。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

成人・糖尿病歯科健

康診査事業 

２０歳以上５歳刻みで７０歳

までの方に加え、特定健診受

診者のうち糖尿病患者（予備

群含む）を対象に、歯の健康

診査を実施する。 

歯科健康診査受診
者数 
年間５２０名 

Ｒ９ 

歯と口の健康を保つことで健康寿命の延伸をめざし、成人歯科健診の受診勧奨を２０歳

から５歳刻みで７０歳までの方を対象に実施する。また、特定健康診査受診者のうち、

糖尿病患者（予備群含む）に対し、糖尿病の合併症である歯周病の深刻化を防ぐ目的で

受診勧奨を実施する。 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

健康マイレージ事業 食事や運動などの生活習慣の

改善の取り組みに対してポイ

ントを付加する住民参加型の

健康づくりを実施する。 

優待カード発行数 
６０枚 
 

Ｒ９ 

参加者が自らの食事や運動などの健康づくりの目標を決め、その取り組みに対してのポ

イントを１日１ポイントとして４０ポイントためることとします。４０ポイントと特定

健診や、がん検診、歯科健診などの受診結果の健診（検診）ポイントをためることによ

って、参加者自らが健康意識を高めることや健診（検診）を受診することを目的として

実施する。ポイント達成者には、愛知県の共済店舗で優待の受けられるカードを発行す

る。 
 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

学校給食を通じた食

育への意識高揚事業 

ふだんから食している家庭料

理の献立コンテストを行い、

学校給食のメニューとして採

用する。 

一日あたりの各学校
における平均残滓量 
８０kg 

Ｒ９ 

昔から受け継がれていたり、わが家のふだんの家庭料理となっていたり、地元の食材を

使った献立を紹介してもらい、コンテストを実施する。優秀なものについては学校給食

のメニューとして実際に採用し、児童生徒の食への関心を高め、地産地消の推進につい

て学び、理解を深める機会とするとともに、家庭での食事の中で食育について語らうこ

とで意識を高めることを目的とする。 

 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 

スポーツから始まる

世代間交流事業 

子どもから大人までの幅広い

世代が、スポーツを通じて交

流する。 

ミステリーウォーク参
加者数 
４００人 

Ｒ９ 

人と人とのつながりを深め、地域コミュニティーの発展をめざすため、子ども会連絡協

議会と連携し、各地域の子どもから大人までの幅広い世代が気軽に参加でき、交流する

ことのできるスポーツ大会を実施する。 
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名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
文化会館登録アーテ
ィスト紹介事業 

あらかじめ登録した文化・芸
術に携わる「アーティスト」
を、町内の各団体（学校、地
区コミュニティ等）が実施の
イベントに派遣する。 

戦略期間中の派遣
回数 
のべ６回 

Ｒ９ 

文化事業の振興、アーティストの生きがいづくり、住民の活動力を高めることなどを目
的として、これまでの文化会館の出演者とのネットワークを活用し、登録者リストとし
て整備の上、希望する団体のニーズに合わせたアーティストの紹介、派遣を行う。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
住民活動コーディネ
ーター派遣事業 

住民活動を支援するため、住
民活動に関する知識及び経験
を有する専門家派遣する。 

派遣回数 
３回 

Ｒ９ 

住民活動を実施または計画している団体もしくは個人に対し、住民活動に関する知識及
び経験を有する専門家を派遣し、住民活動に関する情報や知識の普及及び住民活動への
支援を行うことにより、住民活動を推進させる。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
公共交通運行事業 高齢者をはじめとした町民の

お出かけを支援するため、地
域公共交通を運行する。 

一日平均利用件数 
５７件 

Ｒ９ 

地域の事業者や町の事業とも連携して高齢者や障害者の外出を支援するとともに、町民
の生活に必要な移動手段を確保するため、地域公共交通を運行し、健康で、安心して暮
らせる地域づくりの実現に取り組む。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
住宅用地球温暖化対
策事業 

各家庭における再生可能エネ
ルギーの利用を促進し、温室
効果ガスの排出を抑制する。 

年間補助額 
５，８６８千円 

Ｒ９ 

住宅における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出を抑制するた
め、家庭用燃料電池システムや電気自動車等充給電設備などの地球温暖化防止に寄与す
る設備を設置した住民に対し、補助金を交付する。 

 
 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
オンライン予約・申
請システム導入事業 

様々な手続きをオンライン化
できる仕組みを導入する。 

電子申請対応手続
き数 １５０ 

Ｒ９ 

行政手続きのために窓口を訪れ、手書きの申請書作成で非常に手間がかかっていた住民
や事業者に対して、あらゆる手続きに対応し、PC やスマートフォンなどデバイスを問
わず電子申請ができる仕組みを提供することで、住民サービスの向上を目指す。 
また、窓口対応数を削減することにより生み出された時間で、窓口来訪者への対面サー
ビスの質をいっそう向上させ、デジタルデバイドにも対応していく。 

  

 



第２編：総合戦略 

46 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
げんきな免疫プロジ
ェクト 

身体の免疫機能の大切さを継
続的に発信することで、住民
の健康増進を推進する。 

広報紙で情報発信し
た回数 12回 

Ｒ９ 

健康寿命の延伸及び一人当たり医療費の減少の実現のため、本プロジェクトをとおして
町民に対し、「免疫を高めることの大切さ」を継続的に発信していく。 

 

名称 コンセプト 
重要業績評価指標 

評価指標 目標年度 
小中学校体育館空調
設備設置事業 

避難所になっている小中学校
体育館に災害に強い空調設備
を設置する。 

空調設備設置学校
数 ６校 

Ｒ８ 

本町の小中学校の空調設備については、現在、普通教室や特別教室など、校舎内の整備
はすでに完了しているが、体育館の空調設備は整備されておらず、夏は蒸し暑く、冬は
冷え込みが厳しい。 
小中学校の体育館は、避難所指定されていることから、災害時には多くの被災者が避難
生活を送る施設となり、空調設備の有無は、被災者の命に関わる重要な問題となる。 
また、平常時においても、児童・生徒が安全で快適な環境で、安心して活動できるよう
にする必要があるため、小中学校の体育館に災害に強い空調設備設置を導入する。 

 

 

 

 

 

 


